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はじめに 
 

 
 

平成１７年（２００５年）３月２５日に「中野区基本構想」を制定しました。

基本構想は、区民すべての共通目標であると同時に、区が区民の信託にもとづ

き行政を進める上でもっとも基本的な区政運営の指針となるものです。 

この基本構想では、豊かな地域社会をつくりあげていくための基本理念とま

ちの将来像・１０年後に実現するまちの姿を明らかにしています。 

 

また、区民の自治と参加を基本に区政を運営していくことを定めた中野区自

治基本条例を、平成１７年（２００５年）４月１日に施行しました。自治基本

条例は、区民一人ひとりが地域のまちづくりの主役として身近なところから自

治を考え、区政へ参加し、みんなの豊かさや幸福につながる地域社会をつくっ

ていくことを定めたものです。 

 

この度、平成１７年度（２００５年度）からの区を取り巻く社会経済状況の

変化や区のさまざまな施策の進捗状況などを踏まえ、基本構想の第４章「１０

年後のまちの姿」を平成２２年度（２０１０年度）から１０年後を見据えたも

のとするため、平成２２年（２０１０年）２月１９日に基本構想を改定しまし

た。 

 

基本構想と自治基本条例は、たくさんの区民のみなさんと時間をかけて検討

し、つくられたものです。多くのみなさんに知っていただき、ともに力をあわ

せながら、よりよい中野のまちの実現を目指していきましょう。 

 

 

平成２２年（２０１０年）３月 

中 野 区 
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◇中野区基本構想の概要 

 

 

 
 

中野区基本構想とは、区のすべての仕事の基本になる指針です。地方自治法

で制定することが義務づけられており、区議会の議決を経て定められます。 

 

 
 

中野区基本構想は、全５章で構成されています。 

 

○ 第１章 新たな時代に向けて 
これまでの中野区の歴史と、基本構想を制定した理由等を記しています。 

また、この基本構想は、平成22年度（２０１０年度）から10年後を見据

えたものとしています。 

 
○ 第２章 中野のまちの基本理念 

住みよいまちをつくっていくために、皆が共有する考え方を示しています。 

 

○ 第３章 中野のまちの将来像 
区民の暮らしや活動を関連の深いものごとに４つの領域にまとめ、領域ご

とにめざすべき将来像を描いています。 

 

【４つの領域】 

Ⅰ 持続可能な活力あるまちづくり 

Ⅱ 自立してともに成長するひとづくり 

Ⅲ 支えあい安心して暮らせるまち 

Ⅳ 区民が発想し、区民が選択する新しい自治 

基本構想とは 

基本構想の構成
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○ 第４章 10 年後に実現するまちの姿 
第３章と同様に４つの領域ごとに、10 年間で到達する将来の姿を描いて

います。 

 

○ 第５章 将来像の実現をめざして 
１ 基本構想と計画体系 

基本構想は、区の計画体系の最上位に位置し、「新しい中野をつくる10

か年計画」（第２次：計画期間は平成22年度（２０１０年度）～平成31

年度（２０１９年度））は、基本構想の理念と将来像を実現するための基

本計画です。 

 

２ 行財政運営の基本原則 

基本構想で描く将来像を実現するための行財政運営の基本原則を明らか

にしています。 

野方配水塔（みずのとう公園内） 

江古田の森公園
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◇中野区基本構想（全文） 

平成１７年（２００５年）３月２５日制定 

平成２２年（２０１０年）２月１９日改定 

 

第１章 新たな時代に向けて 

 

中野区は、昭和７年（１９３２年）、中野・野方両町の合併により誕生し、

以後７０余年をかけて自治の営みを重ね、人々のきずなを強めてきました。 

東京の発展とともに、その利便性や地理的環境を生かしながら、住宅地とし

て発展してきました。区民は、戦争やその後の復興、これに続く高度経済成長

といった大きな流れにもまれながら、暮らしを続けてきました。田畑の点在す

る風景から、ビルが建ち、家屋が密集する光景へと大きく変わっていく中で、

人々は多様な営みを積み重ね、中野のまちを築いてきました。 

長い歴史と人々のつながりによって、今、多くの人々が中野のまちに強い愛

着を抱くようになっています。私たちは、このまちに誇りを持ち、さらに発展

させながら、次の世代に自信を持って引き継いでいこうとしています。 

昭和５６年（１９８１年）１月に「ともにつくる人間のまち中野」を基本理

念に、中野区として初めての基本構想を制定しました。その後、２０年を超え

る時とともに、バブル経済の崩壊やこれに続く経済の低迷、地球環境問題や少

子高齢化、国際化の進展、地方分権の流れなど、大きな社会環境の変化や新た

な課題が数多く生まれており、当初基本構想が想定した社会状況と現状とに大

きな隔たりが生じています。また、戦後の発展を支えてきた社会の諸制度は、

行き詰まりをみせ、国や地方の財政は危機的な状況にあります。抜本的な解決

のための改革は緒に就いたばかりであり、従来の社会のしくみや人々の生活は

さらに大きく変わろうとしています。 

社会の構造改革の流れは、中野区にあっても、区民の暮らしや行政の姿に大

きな影響を及ぼすことになります。その流れを、心豊かな区民生活を築く未来

へと方向づけることにより、このまちは今後も自治体として持続していくこと

が可能になります。長い歴史と先人の営みがつくり上げてきた、３０万の人々
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が暮らす都市・中野区を、区民の意思と力によって、２１世紀にふさわしい自

治体へと発展させていくことが求められています。 

時代が大きく変わる中でも、安心で生きがいのある生活を実現し、未来へと

着実に引き継いでいくことのできる持続可能な地域社会を築くために、新たな

基本構想を制定しました。この基本構想では、真に豊かな地域社会をつくり上

げていくための基本理念や、まちの理想像を将来像として掲げた上で、制定時

から１０年後に実現すべき姿を明らかにしていました。 

基本構想は、日本全体が大きな変革へと進む中で、中野区に住む人だけでな

く、中野のまちで働き、学び、活動する人々が力をあわせて互いの暮らしやま

ちの豊かさを高めていくための区民の共通目標となるものです。同時に、基本

構想は、区が区民の信託にもとづき行政を進める上で、もっとも基本的な区政

運営の指針です。 

この度、当初の制定から５年を経て、区を取り巻く社会経済状況の変化を踏

まえて、所要の改定を行うこととします。この改定により、基本構想は、平成

１７年度（２００５年度）からの取り組みの成果を踏まえ、平成２２年度

（２０１０年度）から１０年後を見据えたものとします。 

この改定に伴い、基本構想の将来像を実現するための「新しい中野をつくる

１０か年計画」についても、所要の改定を行うこととしました。 

１０か年計画では、将来像がどれだけ実現されてきているかを測るための具

体的な「指標」を設定し、「指標」ごとの目標値を定めるとともに、将来像の

実現に向けて区が取り組む施策について明らかにします。基本構想とこの１０

か年計画は、豊かな地域社会づくりを進める道筋を示すとともに、中野区が、

区民や地域の視点に立った、自立性の高い２１世紀にふさわしい自治体となる

ことをめざすものです。豊かな地域社会は、みずからのことは主体的に決定し、

責任を持って取り組むことと、自立と相互の支えあい、そして公の支援のそれ

ぞれによって成り立つ「自助・共助・公助」にもとづいてつくります。 

１０年後の中野区を、将来像で描くような、「多彩なまちの魅力」に満ち、

「支えあう区民の力」であふれるまち、「わがまち」として誇れる自治体にし

ていくため、すべての区民が力をあわせて行動します。 
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第２章 中野のまちの基本理念 

 

中野のまちに住み、働き、学び、そして活動する区民は、真に豊かな地域社

会をつくり上げていくための普遍的な理念を共有します。 

 

生かされる個性 発揮される力 

私たちは、すべての人々の自由と尊厳を守り、大切にします。 

私たちは、一人ひとりの個性を大切にし、みんなの幸せを考えて行動します。 

私たちは、地球的視野に立って、平和な世界を築き、環境を守り再生させ、

次世代の人々へ受け渡していきます。 

私たちは、それぞれが持つ力を発揮して、ともに支えあいます。 

私たちは、一人ひとりが、みずから決定し、行動し、参加して自治を担うこ

とで、心豊かな、いきいきとしたまちをつくります。 

 

中野通りの桜と西武新宿線 
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第３章 中野のまちの将来像 

―多彩なまちの魅力と支えあう区民の力― 

 

将来の都市像を、「多彩なまちの魅力と支えあう区民の力」のあるまちとし

て描きます。 

中野区は、これまで築いてきた歴史と個性を受け継ぎながら、まちに住む人

の生活の質を高めていきます。同時に、多くの人々がこのまちを訪れ、幅広い

活動を展開する、だれにとっても快適な、魅力あふれるまちをめざします。 

そこでは、人々がいきいきと暮らし、ともに協力し、支えあいながら生活を

営んでいます。その中から、地域に根ざした支えあいの精神が育ち、独創的、

先進的な文化や芸術がはぐくまれ、社会を豊かにし、次代を切り拓
ひら

くような財

やサービスが次々と生まれて、まちの魅力がさまざまな形で内外に向けて発信

されている・・・、そんなまちの実現をめざしていきます。 

 

 

《４つの領域とその方向》 

Ⅰ 持続可能な活力あるまちづくり 

交通の利便性が評価され、住宅のまちとして発展してきた中野区は、人々の

活力が最大の資源です。３０万区民の活力をいっそう発展させるため、幅広い

世代が暮らし、交流する良好な住環境をつくります。産業や学習、娯楽の拠点

を備えた、にぎわいと活力のあるまちをめざします。 

中野のまちに住み、働き、学び、そして活動する区民それぞれが、環境に配

慮した暮らしを営むことで、循環型社会を築いていきます。 

道路や公園などの都市基盤を整備し、災害に強いまちをつくります。すべて

の人が不自由を感じない、やさしいまちをめざします。 
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Ⅱ 自立してともに成長する人づくり 

核家族化や少子化などによって、家庭や地域の養育力が低下してきた中野の

まちを変え、子どもたちが健やかに成長していけるよう、ともに子育てを支え、

子どもを見守る体制の整った、豊かな地域社会を築きます。 

子どもから大人まで、あらゆる人々が能力をのばし、生かしながら、いきい

きと生活していけるまちをめざします。中野らしい文化・芸術が息づき、心の

ゆとりをもたらすことのできる地域社会を実現します。 

 

Ⅲ 支えあい安心して暮らせるまち 

高齢化が進む中にあっても、一人ひとりが健康や生活を守り豊かな生活を営

む努力をするとともに、互いの支えあいの活動をさらに発展させていくことで、

支援の必要な人が地域で見守られながら安心して暮らせるまちをめざします。 

区は、必要な支援を的確に提供するよう、さまざまな担い手が提供する保健

福祉・医療などのサービスが質、量ともに整うための取り組みを進めると同時

に、人々の権利を守りながら、区民の暮らしを支えていきます。 

 

Ⅳ 区民が発想し、区民が選択する新しい自治 

これまで中野区内でさまざまに展開されてきた自治の取り組みを生かしなが

ら、地域の課題は区民みずからが話し合い、みずからの行動によって解決しま

す。区民は、区政の主役として、区政運営に積極的に発言し、参加します。 

国際理解を深めて、平和の実現に向けた努力を続けていきます。 

地域の力で、安全で安心な暮らしを実現します。 

区は、区民にとっての価値を常に見きわめながら、区の仕事を改善し効率化

を進め、説明責任を十分に果たすことのできる、質の高い、自立した自治体を

めざします。 
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《４つの領域でみた将来像》 

Ⅰ 「持続可能な活力あるまちづくり」の将来像 

Ⅰ―１ 産・学・遊・住の機能が調和し、人々の活力のもとでいきいきと暮らせるまち 

○ 特色ある企業の集積や個性ある教育・研究機関と、さまざまな人材を生

かした、新しい都市型の産業が発展しています。 

○ 心踊る楽しさと豊かな出会い、交流にあふれた活気とにぎわいのあるま

ちになっています。 

○ 区内の交通環境が整い、まちの中で人々の行き来が活発になっています。 

○ 多様な雇用機会が増え、職住近接の生活様式が広がり、ゆとりある生活

が実現しています。 

○ さまざまな種類の良質な住宅が確保され、多様な世代が住み、心豊かな

地域コミュニティ＊が形づくられています。 

 

Ⅰ―２ 一人ひとりが環境に配慮し、暮らしの文化をともに育てるまち 

○ 区民一人ひとりが環境を大切にする意識を持ち、地球環境への負荷を減

らした生活を実現しています。 

○ 資源の有効利用が進み、循環型社会が形成され、「ごみゼロ都市・なか

の」が実現しています。 

○ 都市の暮らしの中で人々がみどりを育て、うるおいとやすらぎが感じら

れるまちとなっています。 

 

Ⅰ―３ 安全で快適な都市基盤が整備されたまち 

○ 道路や公園などの都市基盤が整備され、景観に配慮した災害に強いまち

になっています。 

○ 環境と調和し、共生する都市が形成され、みどり豊かで快適なまちと

なっています。 

                                                      
＊ 地域コミュニティ･･･近隣のつながりや生活圏域のなかに、さまざまに存在する人々のつな

がりをいいます。その機能や結びつきを強めていくことは、人々がともに助けあい、支え

あう地域社会を実現することにつながります。 
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○ まちの中では、段差や障害物などが減り、あらゆる人々が不自由を感じ

ないやさしいまちづくりが進んでいます。 

 

Ⅱ 「自立してともに成長する人づくり」の将来像 

Ⅱ―１ 家庭を基本に、地域全体で子どもをはぐくむまち 

○ 家庭は、愛情と責任を持って子どもをはぐくんでいます。 

○ 子育て家庭を地域社会のつながりの中で支える体制が整っています。 

○ 子育て支援などのサービスが整い、子育て世代が不安を抱かずに暮らす

ことができるようになっています。 

 

Ⅱ―２ 子どもから大人まで持てる力を生かしながら、地域の中でのびやかに暮らせるまち 

○ 子どもも大人も、地域社会の中で一人ひとりが自由に意見を述べ、互い

に意見を尊重しあい、社会への貢献が実感できるようになっています。 

○ すべての人に個人の可能性をのばす機会が保障され、一人ひとりの権利

が守られ、あらゆる差別を許さない地域社会が形成されています。 

○ 子どもは、豊かな情操をはぐくみ、知力・体力を高めながら、自分の将

来に希望や目標を持ち、いきいきと学んでいます。 

○ 生涯を通して、自己を高める教育の機会が保障され、選択して学習・ス

ポーツができる環境が整っています。 

○ だれもが中野らしい文化・芸術に親しみながら、生活の質を向上させ、

ゆとりある生活を送っています。 

芝生化された小学校校庭
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Ⅲ 「支えあい安心して暮らせるまち」の将来像 

Ⅲ―１ だれもがみずからの健康や暮らしを守り、自分らしく生きているまち 

○ 区民一人ひとりが健康の大切さを自覚し、健康づくりに努めています。 

○ 高齢者や障害者が、就労や地域活動などを通じて積極的に社会参加し、

いきいきと暮らしています。 

○ 高齢者、障害者をはじめとして、区民一人ひとりが、自立に向けた努力

を行うとともに、さまざまなサービスの中から自分にあったものをみずか

らの意思により選択して、日常生活を豊かに過ごしています。 

 

Ⅲ―２ 地域で支えあい安心して暮らせるまち 

○ 個人や家庭だけでは解決が困難な課題については、地域のみんなで解決

し、みんなで支える地域社会が形成されています。 

○ 近隣のつながりや趣味による交流など、多様なコミュニティが存在し、

人と人とのかかわりによって、区民の生活には安心と心の豊かさがもたら

されています。 

○ 各地域には、さまざまな形でボランティアの力をはぐくみ、生かす環境

があります。 

 

Ⅲ―３ だれもがいきいきと安心して過ごせるまち 

○ 区は、区民の権利を保障し、必要なサービスや支援が受けられるよう、

区民の暮らしを支えています。 

○ 保健福祉・医療など、制度として整備されるべきサービスが質、量とも

に確保され、すべての区民の健康と暮らしの質が高まっています。 

○ 区は、さまざまな担い手が提供するサービスの質の確保や調整・支援の

役割を果たしています。 
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Ⅳ 「区民が発想し、区民が選択する新しい自治」の将来像 

Ⅳ―１ 地域を基盤に、区民みずからまちづくりに取り組むまち 

○ みずから決定し、行動し、参加して自治を担うことを原則に、区民が主

体となってまちのことを考え、地域の問題の解決に取り組んでいます。 

○ 区民は、必要な情報を入手することができ、区政に対し意見や提案を

行ったりするなど、区政運営に参加しています。 

○ 区は、区民への説明責任を果たすために、コミュニケーションを構築し

ています。 

○ 事業者や民間団体が、さまざまな形で、公共サービスの担い手として区

民生活にかかわっています。これらの団体と区は、お互いに知恵や力を出

しあい、地域の活力を生み出す対等・協力の関係を築いています。 

○ 地域の協力体制や区、関係行政機関との連携などにより、まちの安全が

確保されて、災害や犯罪、事故の危険に脅かされない、安心した生活が営

まれています。 

○ 一人ひとりが平和の大切さを自覚し、平和を願う世界の人々と心を通わ

せ、地域での暮らしを営んでいます。 

 

Ⅳ―２ 「小さな区役所」で、質の高い行政を実現するまち 

○ 区政運営は、区民の自治と参加をもとに進められています。 

○ 区は、常に区民の声を聞き、区民にとっての価値を見きわめながら、新

たな政策をつくり出しています。 

○ 公共サービスの多くが、多様で豊かな民間活動によって提供され、区は

それらのサービスが質、量ともに適正に供給されるための体制を築いてい

ます。 

○ 区は、最少の経費で最大の価値あるサービスを提供するよう、効率的に

区政を運営しています。 

○ 区は、情報通信基盤を整備し、区民と区との双方向の情報交換を実現し

ています。 

○ 公共施設は、多機能化や使いやすさを高めることで質の高いサービスを

提供し、地域コミュニティの形成に寄与しています。 
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第４章 １０年後に実現するまちの姿 

 

「多彩なまちの魅力と支えあう区民の力」のあるまちをめざして、向こう

１０年間で到達する将来の姿を、４つの領域ごとに描きます。 

 

Ⅰ 「持続可能な活力あるまちづくり」の１０年後 

Ⅰ－１ 産業と人々の活力がみなぎるまち 

○ 中野駅周辺は、にぎわいの中心として、業務・商業施設、住宅、教育機

関などさまざまな施設が複合的に誘導され、広域避難場所＊としての機能

とみどり豊かな空間を備えたまちとなっています。さらに、東京の新たな

顔となるべく、サンプラザや区役所、中野駅北口広場一帯の再整備や中野

駅南口のまちづくりが動き始めています。 

○ 地域の中心となる拠点では、その地区ごとの環境にあったまちづくりが、

地域の人々とともに検討され、着実に進められています。 

○ 踏み切り問題の早期解決に向けて、西武新宿線と道路の立体交差化にあ

わせて、駅前広場や道路の整備など、まちの活力と居住環境、安全性を高

める沿線のまちづくりが進められています。 

○ 便利で快適に移動できる交通環境が整備されており、人々が区内を移動

しやすくなっています。 

○ 区内各所では、さまざまな施策の組み合わせによって、土地の適切な活

用が進んでいます。 

○ 情報関連ビジネス、人材サービスなど、多様な都市生活のニーズに対応

した産業が発展しており、区外から起業をめざす人が多く集まるなど、地

域全体の経済力が高まっています。 

                                                      
＊ 広域避難場所･･･大地震による火災が拡大し、地域に危険が及ぶ可能性が生じた際の火災がおさま

るまでの避難先として、東京都が指定しています。一定の広さや避難有効面積（火災により放射さ

れる熱の影響を考慮し、避難空間として利用可能な部分の面積）を有することなどが指定の条件と

なっています。中野区民を対象とした広域避難場所は、中野区内9か所（うち一部杉並区1か所）、

新宿区3か所の、計12か所あります。 
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○ 商店街は、人とのつながりの中で楽しく買物ができる地域コミュニティ

の核として、消費者が新しい発見やおもしろさなどを体感できる場へと発

展しています。 

○ さまざまな世代が集まり、活発に活動して、暮らしや文化をにぎわいの

あるものにしています。 

○ 三世代向け、高齢者・障害者向けなど、多様で良質な住宅が、区内各所

に増えています。 

 

Ⅰ－２ 環境に配慮する区民生活が根づくまち 

○ 区民の日常生活の中で、温室効果ガス＊の排出量削減をめざしたエネル

ギー消費の抑制や、環境保全のための消費行動など、地球環境に配慮した

取り組みが進んでいます。 

○ 多様な自然エネルギー＊の利用が進んでいます。 

○ 区民や事業者、区が連携し、ごみの発生抑制の具体的な取り組みが広

がっています。 

○ 区民や事業者、区がそれぞれの役割を果たすことによって、資源の再利

用の取り組みが進んでいます。 

○ 庭木の育成やベランダ・屋上緑化など、身近なところでみどりを増やす

取り組みが進んでおり、まちのみどりが、人々の心にやすらぎを与えてい

ます。 

 

Ⅰ－３ 安全で快適な都市基盤を着実に築くまち 

○ 地区の特徴を生かしつつ、道路整備や建物の共同化、不燃化などが着実

に進められています。 

                                                      
＊ 温室効果ガス･･･大気中にあって、太陽からの熱を地球の外に逃がさない「温室効果」をも

たらすガスのことをいいます。二酸化炭素やメタンのほか一酸化二窒素、代替フロン等

のことをいいます。 
＊ 自然エネルギー･･･太陽光、風力など、再生可能な資源を利用して発電したエネルギーの

ことです。現在の主流である原子力や化石燃料による発電方法と比べると、環境負荷が

少なく、資源消耗の問題がない、次代を担うエネルギーとして注目されています。 
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○ 区内各所で建築物の耐震性の向上や防災体制の整備、備蓄物資の確保な

どが進み、まちの防災機能が高まっています。 

○ 狭あい道路＊が減少し、道路の安全性と快適性が高まっているとともに、

消防活動の困難な区域が少なくなっています。 

○ みどりの拠点となる公園の計画的な整備や、今ある緑地の保全など、自

然と調和し環境への負荷を低減する都市基盤の整備が進んでいます。 

○ 区内各所では、だれもが気持ちよく利用できる駅や道路、建物などの都

市環境づくりが進んでいます。 

 

Ⅱ 「自立してともに成長する人づくり」の１０年後 

Ⅱ－１ 子育て支援活動など、地域活動が広がるまち 

○ 地域では、幅広い育成活動が実践され、家庭や学校などと連携して子育

てにかかわっている人が増えています。 

○ 子どもが、地域の中で遊びや学習、世代間交流などを通じてさまざまな

体験をする場が用意されています。 

○ 保護や特別な支援が必要な子どものために、状況に応じた適切な支援が

提供されています。 

○ 子育て・子育ちのための相談機能や子育て支援のサービスが拡充される

とともに、より身近なところでサービスが提供され、安心して子育てがで

きています。 

○ 地域で、子育て講座や親になるための準備教育が進められ、親が自信や

喜びを持って子育てに取り組んでいます。 

○ 保育園や幼稚園など、乳幼児のための施設は、相互の連携が図られ、ど

の子どもにも同じように質の高いサービスが多様に提供されています。 

○ 保育を必要とする子どものために、柔軟に利用できる良質なサービスが

整えられています。 

 

                                                      
＊ 狭あい道路･･･幅員が 4.0 メートル未満の道路をいいます。狭あい道路に面する敷地で建

築を行う場合には、道路の中心線から 2 メートルまでの部分を後退させて、道路空間を

確保しなければならないなどの規定があります。 
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Ⅱ－２ 子どもから大人まで、地域の中で自分の力をのばせるまち 

○ だれもが差別されることなく、社会参加の機会が平等に保障される取り

組みが進んでいます。 

○ 女性の社会参画が進み、男女が等しく力をあわせ家庭生活における責任

を担う努力を重ねています。 

○ 障害者は、社会生活におけるあらゆる権利行使の機会を奪われることな

く、地域社会の中で自己実現できるようになっています。 

○ 外国人は、地域社会を構成する一員として、地域の中でいきいきと暮ら

しています。 

○ 学校では、自分をかけがえのない存在であると認識するとともに、生命

や人権を尊重する教育が行われています。 

○ 特別な支援を必要とする子どもたちも、地域の子どもたちと交流しなが

ら、自分の可能性をのばすことができる教育環境で、一人ひとりに応じた、

きめ細かい教育を受けています。 

○ 学校では、子どもにとって適正な集団規模による教育が確保され、魅力

ある授業が展開されて、子どもの基礎学力が向上しています。 

○ 地域と学校の協力によって、成長期の心の問題への対応や健全な生活環

境づくり、多様で特色ある課外活動などが活発に行われています。 

○ 家庭と学校、地域が協力して、子どもの健康と体力が向上しています。 

○ だれもが学びながら能力を開発する場や、継続的にスポーツを楽しむ場

など、区民が学習する機会とその成果を生かす場が、地域の中に広がって

います。 

○ 区内に立地する大学などの高等教育機関の教育研究機能が地域で生かさ

れ、区民の学習機会の拡大に大きく寄与しています。 

○ 中野らしいさまざまな文化・芸術活動が区内各地で活発に展開され、区

民一人ひとりが身近に参加し、鑑賞できるようになっています。 
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Ⅲ 「支えあい安心して暮らせるまち」の１０年後 

Ⅲ－１ 人々が自分の健康や暮らしを守るために努力しているまち 

○ 区民一人ひとりが、健康の大切さを自覚し、健康づくりの場や身近な医

療を活用しながら、心身の健康や機能の維持、体力の向上に努めています。 

○ 高齢者が、体力づくりや食生活の改善など、自分にあった努力を行うこ

とで、心身機能の低下の予防が進んでいます。 

○ 高齢者や障害者が、就労や地域活動を通じて社会に参加し、さまざまな

交流や活動にかかわることで、いきいきと暮らしています。 

○ 障害者や介護を必要とする人が、多様なサービスの中から、自分にあっ

たものを選択して利用し、地域で自立して生活しています。 

 

Ⅲ－２ 地域活動を中心に、ともに支えあうまち 

○ 高齢者や障害者を含め、多くの人々が、ときには担い手として、ときに

は受け手として、相互に地域での支えあいの活動を実践しています。 

○ 就労形態などが多様化して、人々の働き方や暮らし方が変化し、勤労層

が地域で過ごす時間も増えています。 

○ 仕事や子育てを終えた人々は、豊富な経験と能力を生かしながら、多様

な地域活動や自治の場に参加しています。 

○ 青少年が地域活動の一翼を担っており、支えあいの活動に多数の若者が

参加しています。 

 

Ⅲ－３ 安心した暮らしが保障されるまち 

○ 支援が必要な人が、安定した日常生活のための相談援助と、適切なサー

ビスの組み合わせによって、計画的に自立や機能維持を図ることができる

よう、行政や関係機関、地域団体、ボランティアが連携した総合的な体制

が、地域に確保されています。 

○ 感染症やさまざまな健康への脅威から、区民の健康を守る取り組みが進

められています。 
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○ 保健福祉・医療などのサービスがさまざまな担い手によって提供される

市場が構築され、区はサービスの質の確保、利用者保護などの役割を担い、

利用者が自身にあったサービスを主体的に選べる環境が整っています。 

○ 個人や地域の力を超えた、行政としての支えが必要な場面では、区が支

援を用意して、暮らしを支えています。 

 

Ⅳ 「区民が発想し、区民が選択する新しい自治」の１０年後 

Ⅳ－１ 自治のしくみが効果的に機能し、さまざまな担い手によって多様なサービスが展開するまち 

○ 多くの区民によって、地域課題の解決のための話合いや共同行動などが

積極的に進められ、暮らしやすいまちづくりの動きが広がっています。 

○ 町会・自治会は、地縁団体としての長い活動の経験をふまえて、大きな

役割を担っています。 

○ 区民による協働の動きが広まり、地域の団体活動が活発になって、

ＮＰＯ＊などの新しい形の活動形態も広がっています。 

○ 区民は、必要な情報を、情報通信技術をはじめとする多様な方法で、速

やかに入手できるようになっています。 

○ 身近なところに人々が集う場、話合いの場があり、区民の意思にもとづ

いて運営され、多様な地域活動の拠点として生かされています。 

○ 政策等の「計画－実施－評価－改善」の段階ごとに区民が参加するしく

みが整い、区民に開かれた区政運営が進められています。 

○ 地域で活動するさまざまな団体が、公共サービスの新たな担い手となり、

区民にとって質の高いサービスを提供しています。 

○ 地域では、災害時への対応や防犯のための備えなど、安全で、安心な暮

らしを支えるための取り組みが、人々の力を生かしながら幅広く実践され

ています。 

                                                      
＊ ＮＰＯ･･･Non Prof it  Organizat ion（非営利団体）の略で、営利を目的としない（利益を構

成員に分配しない）民間団体の総称です。狭義のＮＰＯ法人だけでなく、任意団体も含

まれます。まちづくり、環境保護、福祉などの担い手として活動する民間非営利団体のこ

とをいいます。さまざまな公共サービスの新たな担い手としての活躍が期待されています。 
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○ 区の内外でのさまざまな交流を通じて、世界の国々や民族との相互理解

の輪が広がり、平和な世界の実現に向けた努力が重ねられています。 

 

Ⅳ－２ 「小さな区役所」で、質の高い行政を実現するまち 

○ 区は、区民の参加を保障する区政運営を行っています。 

○ 区は、税財源の確保、歳出の抑制、民間活力の活用など財政構造の改革

に努め、持続可能な、安定した区政運営により、区民にとって満足度の高

い、効率的な行政を進めています。 

○ 区民の安心な暮らしを守るため、区は適切な危機管理のしくみを整えて

います。 

○ 民間が行う公共サービスの質、量を確保するため、区による評価・監視

のしくみを整えています。 

○ さまざまな手続や相談などについて、情報通信技術の利用によって区民

の利便性が高まるとともに、区民と区との双方向による情報交換へと情報

の伝達方法が変わっています。 

○ 情報通信技術を活用して、区民が情報を得たり、安全に取引したりする

ことが可能になるなど、生活の質を高める環境が整備されています。同時

に、電子化された個人情報の保護が図られています。 

○ 区立施設が適正に再配置され、使いやすい施設により、必要なサービス

が効率的に提供されています。 

区役所窓口（２階）
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第５章 将来像の実現をめざして 

 

１ 基本構想と計画体系 

基本構想は、区の計画体系の最上位に位置し、「新しい中野をつくる１０か

年計画」は、基本構想の理念と将来像を実現するための取り組みや目標を示す

基本計画となります。この計画では、基本構想が描く将来像について、１０年

後に達成する「指標」と目標値を明らかにし、その実現をめざします。 

個別計画の策定や事業の実施は、基本構想と「新しい中野をつくる１０か年

計画」にもとづいて行われ、これらをさらに具体化していくものとなります。 

区は、あらゆる機会をとらえて基本構想の考え方を広く区民に周知し、区民

とともにその理念を共有し、取り組みを推進していくとともに、現状の把握や

検証・評価にあたって、幅広い区民の参加を進めていきます。 

「新しい中野をつくる１０か年計画」をはじめ行政計画は、常に時代の変化

をとらえ、必要な見直しを行っていくこととします。 

 

２ 行財政運営の基本原則 

区は、次の原則を基本にして、基本構想が示す基本理念を推進し、将来像の

実現に向けた取り組みを進めていきます。 

○ 持続可能な行財政を確立する 

  民間の力と地域の資源を生かし、効率的な財政運営や職員の削減を進め

て、「小さな区役所」を実現することで、持続可能な行財政を確立します。 

○ 公共サービスを多様な担い手に開放し、公助を確保する 

  区は、行政としての支援が必要な区民のために、社会的な安全網として

の施策を実施します。民間や地域活動団体などの多様な担い手によって、

より効率的で柔軟なサービスが区民に提供される中で、区はそうした活動

が適正に行われ、区民から信頼されるものとなるよう、評価するしくみを

つくるとともに、サービスの質と量を確保するため監視・指導・支援を

行っていきます。 
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○ 参加と地域自治を進める 

  区政運営への区民参加と、地域における自己決定・自己責任にもとづく

地域自治によって、中野の自治を推進します。 

○ 開かれた公正な行政を確立する 

  区民の声を反映するしくみを活用して、広く区民の意見を求めながら行

政運営を行います。あわせて、発生主義会計の考え方にもとづく財務状況

や、外部評価による施策の評価結果の公表など、行政の説明責任を果たし、

行財政の目標と成果についてわかりやすく情報提供を行います。また、

サービスに対する苦情などを行政全体として受け止め、公正な立場で解決

していきます。 

○ 目標と成果による行政を経営し、行政組織を整備する 

  区民の立場に立った目標を明確にして、その達成をめざす行政システム

を確立します。達成すべき目標にあわせて予算、組織を編成し、区民に公

表して、「計画－実施－評価－改善」のプロセスを進めます。同時に、区

の組織を簡素で効率的なものにするとともに、組織の縦割りによる弊害を

なくし、現場への権限委譲を進めて、迅速で柔軟な意思決定を行います。

あわせて、人材育成を進め、価値の高い行政運営を図ります。 

○ 自治体としての自己決定・自己責任を実現する 

  さまざまな制度改革などに対して、自己決定・自己責任により対応でき

る、自立した自治体をめざします。 
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◇中野区基本構想の制定・改定の経緯 
 

① 中野区基本構想の制定（平成１７年（２００５年）３月２５日）の経緯 
 

 

基本構想の検討にあたり、幅広い区民のみなさんの参加を基本として、平成

１５年（２００３年）２月に学識経験者５人、区民委員１５人で構成される基

本構想審議会を発足しました。翌月、同審議会のもとに「基本構想を描く区民

ワークショップ」が設けられました。このワークショップには、公募区民１３

２人と基本構想審議会委員１３人に参加いただき、また、区職員のプロジェク

トチームのメンバーも加わり、議論を重ね、平成１６年（２００４年）２月に

提案書を基本構想審議会へ提案しました。同審議会は、同年４月に基本構想に

盛り込むべき内容についての答申をまとめ、区長へ提出しました。 
 

 

区では、基本構想審議会の答申や区民のみなさんによる提案内容をもとに、

基本構想等策定本部会議を中心に検討しました。同時に、中野区議会において

も基本構想を調査するための特別委員会が設けられ、意見や提案をいただきま

した。 
 

 

また、随時、区民のみなさんとの意見交換を行い、検討とその反映に努めて

きました。素案についても、パブリック・コメント手続と意見交換を行いまし

た。みなさんからの意見を参考に区案を作成し、平成１７年第１回中野区議会

定例会に提出しました。区案は、平成１７年（２００５年）３月２５日に区議

会で可決されました。 
 

 

区は、この基本構想を踏まえ、将来像の実現に向けた取り組みやその達成状

況を測る具体的な目標を明らかにする「新しい中野をつくる１０か年計画」

（計画期間：平成１７年度（２００５年度）～平成２６年度（２０１４年

度））を平成１８年（２００６年）１月に策定し、さまざまな取り組みを進め

てきました。 

審議会やワークショップで議論

区の検討 

意見交換会の開催 

将来像を実現するために 
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② 中野区基本構想の改定（平成２２年（２０１０年）２月１９日）の経緯 

 

 

平成２０年度（２００８年度）から、「新しい中野をつくる１０か年計画」

（計画期間：平成１７年度（２００５年度）～平成２６年度（２０１４年

度））の後期５年間の目標と施策の展開について改定を行うための検討を進め

ました。 

その中で、平成１７年度（２００５年度）からの区を取り巻く社会経済状況

の変化等を踏まえると、区政を着実に展開していくためには、基本構想の目標

の年次を、平成２２年度（２０１０年度）から１０年後を見据えたものにする

必要が生じました。そこで、基本構想で具体的な将来像を描いている「１０年

後に実現するまちの姿」について、状況の変化に即応して必要な改定をするべ

く、検討を進めました。 

 

 

区は、社会経済状況の変化等を踏まえて検討を進め、平成２１年（２００９

年）８月に「中野区基本構想の改定の視点」としてとりまとめました。これに

ついて、同年９月に区民のみなさんとの意見交換会を実施しました。みなさん

からの意見などを参考に検討を進め、同年１０月に「中野区基本構想の改定の

考え方」としてとりまとめ、これについてパブリック・コメント手続を行いま

した。みなさんからの意見などを参考に区案を作成し、平成２１年第４回中野

区議会定例会に提出しました。区案は、平成２２年（２０１０年）２月１９日

に区議会で可決されました。 

 

 

区は、この基本構想の改定を踏まえ、基本構想で描く基本理念を実践すると

ともに、１０年後の中野のまちの姿を実現するために、「新しい中野をつくる

１０か年計画（第２次）」（計画期間：平成２２年度（２０１０年度）～平成

３１年度（２０１９年度））を平成２２年（２０１０）年３月に策定しました。

この計画を基に、基本構想で描く将来像の実現に向け、区民や事業者のみなさ

んと力をあわせて、区政を着実に展開していきます。 

平成２２年度（２０１０年度）から１０年後を見据えて

意見交換会の開催とパブリック・コメント手続の実施

区政の着実な展開に向けて 
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【中野区基本構想の制定・改定までの経過】 

 

制
定
ま
で
の
経
過 

平成１４年（２００２年）８月～９月 

▼基本構想等策定本部会議を設置 

▼新しい基本構想と（仮称）新しい中野をつくる１０か年

計画に関する策定方針を決定 

▼職員プロジェクトチーム発足 

平成１５年（２００３年）２月 ▼中野区基本構想審議会発足 

平成１５年（２００３年）３月 ▼基本構想を描く区民ワークショップ発足 

平成１５年（２００３年）７月 

▼第１回基本構想シンポジウム開催 

▼職員プロジェクトチームが基本構想改定に向けた提

案をまとめる 

平成１５年（２００３年）１２月 ▼第２回基本構想シンポジウム開催 

平成１６年（２００４年）２月 

▼基本構想を描く区民ワークショップが提案をまとめ、

中野区基本構想審議会に提出 

▼第３回基本構想シンポジウム開催 

平成１６年（２００４年）４月 ▼中野区基本構想審議会が区長へ答申 

平成１６年（２００４年）５月～１１月 
▼区の検討状況（検討素材 NO.２、NO.３、NO.４）に関す

る意見交換会等開催（それぞれ５回、１６回、１６回） 

平成１６年（２００４年）１２月 

～平成１７年（２００５年）１月 

▼新しい中野区基本構想素案をまとめ、区報臨時号な

どで公表（パブリック・コメント手続を実施） 

▼新しい中野区基本構想素案に関する意見交換会を

開催（１６回） 

平成１７年（２００５年）３月 ▼中野区議会へ基本構想案を提出 

平成１７年（２００５年）３月２５日 
▼平成１７年第１回中野区議会定例会において可決さ

れ、制定 

改
定
ま
で
の
経
過 

平成２１年（２００９年）８月 
▼「中野区基本構想の改定の視点」をまとめ、区報など

で公表 

平成２１年（２００９年）９月 

▼「中野区基本構想の改定の視点」に関する意見交換

会を開催（「新しい中野をつくる１０か年計画（第２次）」

素案とともに、６回実施） 

平成２１年（２００９年）１０月 
▼「中野区基本構想の改定の考え方」をまとめ、区報な

どで公表 

平成２１年（２００９年）１０月～１１月 
▼「中野区基本構想の改定の考え方」に関するパブリッ

ク・コメント手続を実施 

平成２１年（２００９年）１２月 ▼中野区議会へ基本構想の改定案を提出 

平成２２年（２０１０年）２月１９日 
▼平成２２年第１回中野区議会定例会において可決さ

れ、改定 
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◇【参考】中野区基本構想の新旧対照表 

 

平成 22 年(2010 年)2 月 19 日の改定後の内容 改定前の内容 

第１章 新たな時代に向けて 第１章 新たな時代に向けて 

（改定なし） 

中野区は、昭和７年（１９３２年）、中野・野方両

町の合併により誕生し、以後７０余年をかけて自

治の営みを重ね、人々のきずなを強めてきまし

た。 

東京の発展とともに、その利便性や地理的環

境を生かしながら、住宅地として発展してきまし

た。区民は、戦争やその後の復興、これに続く高

度経済成長といった大きな流れにもまれながら、

暮らしを続けてきました。田畑の点在する風景か

ら、ビルが建ち、家屋が密集する光景へと大きく

変わっていく中で、人々は多様な営みを積み重

ね、中野のまちを築いてきました。 

長い歴史と人々のつながりによって、今、多く

の人々が中野のまちに強い愛着を抱くようになっ

ています。私たちは、このまちに誇りを持ち、さら

に発展させながら、次の世代に自信を持って引き

継いでいこうとしています。 

昭和５６年（１９８１年）１月に「ともにつくる人間

のまち中野」を基本理念に、中野区として初めて

の基本構想を制定しました。その後、２０年を超え

る時とともに、バブル経済の崩壊やこれに続く経

済の低迷、地球環境問題や少子高齢化、国際化

の進展、地方分権の流れなど、大きな社会環境

の変化や新たな課題が数多く生まれており、当初

基本構想が想定した社会状況と現状とに大きな

隔たりが生じています。また、戦後の発展を支え

てきた社会の諸制度は、行き詰まりをみせ、国や

地方の財政は危機的な状況にあります。抜本的

な解決のための改革は緒に就いたばかりであり、

従来の社会のしくみや人々の生活はさらに大きく

変わろうとしています。 

社会の構造改革の流れは、中野区にあって

も、区民の暮らしや行政の姿に大きな影響を及ぼ

すことになります。その流れを、心豊かな区民生

活を築く未来へと方向づけることにより、このまち

は今後も自治体として持続していくことが可能に

なります。長い歴史と先人の営みがつくり上げて

きた、３０万の人々が暮らす都市・中野区を、区民

の意思と力によって、２１世紀にふさわしい自治

体へと発展させていくことが求められています。 
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時代が大きく変わる中でも、安心で生きがいの

ある生活を実現し、未来へと着実に引き継いでい

くことのできる持続可能な地域社会を築くため

に、新たな基本構想を制定しました。この基本構

想では、真に豊かな地域社会をつくり上げていく

ための基本理念や、まちの理想像を将来像として

掲げた上で、制定時から１０年後に実現すべき姿

を明らかにしていました。 

時代が大きく変わる中でも、安心で生きがいの

ある生活を実現し、未来へと着実に引き継いでい

くことのできる持続可能な地域社会を築くため

に、新たな基本構想を制定しました。基本構想で

は、真に豊かな地域社会をつくり上げていくため

の基本理念や、まちの理想像を将来像として掲

げた上で、１０年後に実現すべき姿を明らかにし

ています。 

基本構想は、日本全体が大きな変革へと進む

中で、中野区に住む人だけでなく、中野のまちで

働き、学び、活動する人々が力をあわせて互いの

暮らしやまちの豊かさを高めていくための区民の

共通目標となるものです。同時に、基本構想は、

区が区民の信託にもとづき行政を進める上で、

もっとも基本的な区政運営の指針です。 

この基本構想は、これからの１０年、日本全体

が大きな変革へと進む中で、中野区に住む人だ

けでなく、中野のまちで働き、学び、活動する

人々が力をあわせて互いの暮らしやまちの豊かさ

を高めていくための区民の共通目標となります。

同時に、基本構想は、区が区民の信託にもとづき

行政を進める上で、もっとも基本的な区政運営の

指針です。 

この度、当初の制定から５年を経て、区を取り

巻く社会経済状況の変化を踏まえて、所要の改

定を行うこととします。この改定により、基本構想

は、平成１７年度（２００５年度）からの取り組みの

成果を踏まえ、平成２２年度（２０１０年度）から１０

年後を見据えたものとします。 

この改定に伴い、基本構想の将来像を実現す

るための「新しい中野をつくる１０か年計画」につ

いても、所要の改定を行うこととしました。 

１０か年計画では、将来像がどれだけ実現され

てきているかを測るための具体的な「指標」を設

定し、「指標」ごとの目標値を定めるとともに、将来

像の実現に向けて区が取り組む施策について明

らかにします。基本構想とこの１０か年計画は、豊

かな地域社会づくりを進める道筋を示すとともに、

中野区が、区民や地域の視点に立った、自立性

の高い２１世紀にふさわしい自治体となることをめ

ざすものです。豊かな地域社会は、みずからのこ

とは主体的に決定し、責任を持って取り組むこと

と、自立と相互の支えあい、そして公の支援のそ

れぞれによって成り立つ「自助・共助・公助」にも

とづいてつくります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

区は、基本構想の将来像を実現するため、「新

しい中野をつくる１０か年計画」を策定します。１０

か年計画では、将来像がどれだけ実現されてき

ているかを測るための具体的な「指標」を設定し、

「指標」ごとの目標値を定めるとともに、将来像の

実現に向けて区が取り組む施策について明らか

にします。基本構想とこの１０か年計画は、豊かな

地域社会づくりを進める道筋を示すとともに、中

野区が、区民や地域の視点に立った、自立性の

高い２１世紀にふさわしい自治体となることをめざ

すものです。豊かな地域社会は、みずからのこと

は主体的に決定し、責任を持って取り組むこと

と、自立と相互の支えあい、そして公の支援のそ

れぞれによって成り立つ「自助・共助・公助」にも

とづいてつくります。 

１０年後の中野区を、将来像で描くような、「多

彩なまちの魅力」に満ち、「支えあう区民の力」で

あふれるまち、「わがまち」として誇れる自治体に

していくため、すべての区民が力をあわせて行動

します。 

１０年後の中野区を、将来像で描くような、「多

彩なまちの魅力」に満ち、「支えあう区民の力」で

あふれるまち、「わがまち」として誇れる自治体に

していくため、すべての区民が力をあわせて行動

します。 

第２章・第３章 （略） 第２章・第３章 （略） 

第４章 １０年後に実現するまちの姿 第４章 １０年後に実現するまちの姿 
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 「多彩なまちの魅力と支えあう区民の力」のある

まちをめざして、向こう１０年間で到達する将来の

姿を、４つの領域ごとに描きます。 

 「多彩なまちの魅力と支えあう区民の力」のある

まちをめざして、向こう１０年間で到達する将来の

姿を、４つの領域ごとに描きます。 

Ⅰ 「持続可能な活力あるまちづくり」の１０年後 Ⅰ 「持続可能な活力あるまちづくり」の１０年後 

Ⅰ―１ 産業と人々の活力がみなぎるまち Ⅰ―１ 産業と人々の活力がみなぎるまち 

○ 中野駅周辺は、にぎわいの中心として、業

務・商業施設、住宅、教育機関などさまざま

な施設が複合的に誘導され、広域避難場所

としての機能とみどり豊かな空間を備えたま

ちとなっています。さらに、東京の新たな顔と

なるべく、サンプラザや区役所、中野駅北口

広場一帯の再整備や中野駅南口のまちづく

りが動き始めています。 

○ 中野駅周辺は、にぎわいの中心として、業

務・商業施設、住宅、教育機関などさまざま

な施設が複合的に誘導され、広域避難場所

としての機能とみどり豊かな空間を備えたま

ちとなっています。サンプラザや区役所、中

野駅北口広場一帯の再整備が動き始めて

います。 

（改定なし） 

○ 地域の中心となる拠点では、その地区ごと

の環境にあったまちづくりが、地域の人々と

ともに検討され、着実に進められています。 

○ 踏み切り問題の早期解決に向けて、西武

新宿線と道路の立体交差化にあわせて、駅

前広場や道路の整備など、まちの活力と居

住環境、安全性を高める沿線のまちづくりが

進められています。 

○ 踏み切り問題の早期解決に向けて、西武

新宿線の立体化と沿線のまちづくりが計画

化されています。 

（改定なし） 

○ 便利で快適に移動できる交通環境が整備

されており、人々が区内を移動しやすくなっ

ています。 

○ 区内各所では、さまざまな施策の組み合わ

せによって、土地の適切な活用が進んでい

ます。 

○ 情報関連ビジネス、人材サービスなど、多

様な都市生活のニーズに対応した産業が発

展しており、区外から起業をめざす人が多く

集まるなど、地域全体の経済力が高まって

います。 

○ 商店街は、人とのつながりの中で楽しく買

物ができる地域コミュニティの核として、消費

者が新しい発見やおもしろさなどを体感でき

る場へと発展しています。 

○ さまざまな世代が集まり、活発に活動して、

暮らしや文化をにぎわいのあるものにしてい

ます。 

○ 三世代向け、高齢者・障害者向けなど、多

様で良質な住宅が、区内各所に増えていま

す。 

Ⅰ―２ 環境に配慮する区民生活が根づくまち Ⅰ―２ 環境に配慮する区民生活が根づくまち 

（改定なし） 

○ 区民の日常生活の中で、温室効果ガスの

排出量削減をめざしたエネルギー消費の抑

制や、環境保全のための消費行動など、地
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（改定なし） 
球環境に配慮した取り組みが進んでいま

す。 

○ 多様な自然エネルギーの利用が進んでい

ます。 

○ 太陽光発電など、自然エネルギーの利用

が進んでいます。 

（改定なし） 

○ 区民や事業者、区が連携し、ごみの発生

抑制の具体的な取り組みが広がっていま

す。 

○ 区民や事業者、区がそれぞれの役割を果

たすことによって、資源の再利用の取り組み

が進んでいます。 

○ 庭木の育成やベランダ・屋上緑化など、身

近なところでみどりを増やす取り組みが進ん

でおり、まちのみどりが、人々の心にやすら

ぎを与えています。 

Ⅰ―３ 安全で快適な都市基盤を着実に築くまち Ⅰ―３ 安全で快適な都市基盤を着実に築くまち

（改定なし） 

○ 地区の特徴を生かしつつ、道路整備や建

物の共同化、不燃化などが着実に進められ

ています。 

○ 区内各所で建築物の耐震性の向上や防

災体制の整備、備蓄物資の確保などが進

み、まちの防災機能が高まっています。 

○ 狭あい道路が減少し、道路の安全性と快

適性が高まっているとともに、消防活動の困

難な区域が少なくなっています。 

○ みどりの拠点となる公園の計画的な整備

や、今ある緑地の保全など、自然と調和し環

境への負荷を低減する都市基盤の整備が

進んでいます。 

○ 区内各所では、だれもが気持ちよく利用で

きる駅や道路、建物などの都市環境づくりが

進んでいます。 

Ⅱ 「自立してともに成長する人づくり」の１０年後 Ⅱ 「自立してともに成長する人づくり」の１０年後

Ⅱ―１ 子育て支援活動など、地域活動が広が

るまち 

Ⅱ―１ 子育て支援活動など、地域活動が広が

るまち 

 ○ 地域では、幅広い育成活動が実践され、

家庭や学校などと連携して子育てにかか

わっている人が増えています。 

（改定なし） 

○ 子どもが、地域の中で遊びや学習、世代

間交流などを通じてさまざまな体験をする場

が用意されています。 

 ○ 保護や特別な支援が必要な子どものため

に、状況に応じた適切な支援が提供されて

います。 

○ 子育て・子育ちのための相談機能や子育

て支援のサービスが拡充されるとともに、より

身近なところでサービスが提供され、安心し

○ 子育て・子育ちのための相談機能や子育

て支援のサービスが拡充され、安心して子

育てができています。 
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て子育てができています。 

（改定なし） 

○ 地域で、子育て講座や親になるための準

備教育が進められ、親が自信や喜びを持っ

て子育てに取り組んでいます。 

○ 保育園や幼稚園など、乳幼児のための施

設は、相互の連携が図られ、どの子どもにも

同じように質の高いサービスが多様に提供さ

れています。 

○ 保育を必要とする子どものために、柔軟に

利用できる良質なサービスが整えられていま

す。 

Ⅱ―２ 子どもから大人まで、地域の中で自分の

力をのばせるまち 

Ⅱ―２ 子どもから大人まで、地域の中で自分の

力をのばせるまち 

 ○ だれもが差別されることなく、社会参加の

機会が平等に保障される取り組みが進んで

います。 

（改定なし） 

○ 女性の社会参画が進み、男女が等しく力

をあわせ家庭生活における責任を担う努力

を重ねています。 

○ 障害者は、社会生活におけるあらゆる権利

行使の機会を奪われることなく、地域社会の

中で自己実現できるようになっています。 

 ○ 外国人は、地域社会を構成する一員とし

て、地域の中でいきいきと暮らしています。 

 

 

○ 学校では、自分をかけがえのない存在で

あると認識するとともに、生命や人権を尊重

する教育が行われています。 

○ 特別な支援を必要とする子どもたちも、地

域の子どもたちと交流しながら、自分の可能

性をのばすことができる教育環境で、一人ひ

とりに応じた、きめ細かい教育を受けていま

す。 

○ 障害のある子どもは、地域の子どもたちと

交流しながら、自分の可能性をのばすことが

できる教育環境で、一人ひとりに応じた、き

め細かい教育を受けています。 

（改定なし） 

○ 学校では、子どもにとって適正な集団規模

による教育が確保され、魅力ある授業が展

開されて、子どもの基礎学力が向上していま

す。 

○ 地域と学校の協力によって、成長期の心の

問題への対応や健全な生活環境づくり、多

様で特色ある課外活動などが活発に行われ

ています。 

○ 家庭と学校、地域が協力して、子どもの健

康と体力が向上しています。 

○ だれもが学びながら能力を開発する場や、

継続的にスポーツを楽しむ場など、区民が

学習する機会とその成果を生かす場が、地

域の中に広がっています。 
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○ 区内に立地する大学などの高等教育機関

の教育研究機能が地域で生かされ、区民の

学習機会の拡大に大きく寄与しています。 

 

（改定なし） 

○ 中野らしいさまざまな文化・芸術活動が区

内各地で活発に展開され、区民一人ひとり

が身近に参加し、鑑賞できるようになってい

ます。 

Ⅲ 「支えあい安心して暮らせるまち」の１０年後 Ⅲ 「支えあい安心して暮らせるまち」の１０年後

Ⅲ―１ 人々が自分の健康や暮らしを守るため

に努力しているまち 

Ⅲ―１ 人々が自分の健康や暮らしを守るため

に努力しているまち 

（改定なし） 

○ 区民一人ひとりが、健康の大切さを自覚

し、健康づくりの場や身近な医療を活用しな

がら、心身の健康や機能の維持、体力の向

上に努めています。 

○ 高齢者が、体力づくりや食生活の改善な

ど、自分にあった努力を行うことで、心身機

能の低下の予防が進んでいます。 

○ 高齢者や障害者が、就労や地域活動を通

じて社会に参加し、さまざまな交流や活動に

かかわることで、いきいきと暮らしています。 

○ 障害者や介護を必要とする人が、多様な

サービスの中から、自分にあったものを選択

して利用し、地域で自立して生活していま

す。 

Ⅲ―２ 地域活動を中心に、ともに支えあうまち Ⅲ―２ 地域活動を中心に、ともに支えあうまち 

（改定なし） 

○ 高齢者や障害者を含め、多くの人々が、と

きには担い手として、ときには受け手として、

相互に地域での支えあいの活動を実践して

います。 

○ 就労形態などが多様化して、人々の働き

方や暮らし方が変化し、勤労層が地域で過

ごす時間も増えています。 

○ 仕事や子育てを終えた人々は、豊富な経

験と能力を生かしながら、多様な地域活動

や自治の場に参加しています。 

○ 青少年が地域活動の一翼を担っており、

支えあいの活動に多数の若者が参加してい

ます。 

Ⅲ―３ 安心した暮らしが保障されるまち Ⅲ―３ 安心した暮らしが保障されるまち 

○ 支援が必要な人が、安定した日常生活の

ための相談援助と、適切なサービスの組み

合わせによって、計画的に自立や機能維持

を図ることができるよう、行政や関係機関、地

域団体、ボランティアが連携した総合的な体

制が、地域に確保されています。 

○ 支援が必要な人に対し、安定した日常生

活のための相談援助と、適切なサービスの

組み合わせによって、計画的に自立や機能

維持を図る体制が確保されています。 

（改定なし） ○ 感染症やさまざまな健康への脅威から、区
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（改定なし） 

民の健康を守る取り組みが進められていま

す。 

○ 保健福祉・医療などのサービスがさまざま

な担い手によって提供される市場が構築さ

れ、区はサービスの質の確保、利用者保護

などの役割を担い、利用者が自身にあった

サービスを主体的に選べる環境が整ってい

ます。 

○ 個人や地域の力を超えた、行政としての支

えが必要な場面では、区が支援を用意して、

暮らしを支えています。 

Ⅳ 「区民が発想し、区民が選択する新しい自

治」の１０年後 

Ⅳ 「区民が発想し、区民が選択する新しい自

治」の１０年後 

Ⅳ―１ 自治のしくみが効果的に機能し、さまざ

まな担い手によって多様なサービスが展

開するまち 

Ⅳ―１ 自治のしくみが効果的に機能し、さまざ

まな担い手によって多様なサービスが展

開するまち 

 ○ 多くの区民によって、地域課題の解決のた

めの話合いや共同行動などが積極的に進

められ、暮らしやすいまちづくりの動きが広

がっています。 

 ○ 町会・自治会は、地縁団体としての長い活

動の経験をふまえて、大きな役割を担ってい

ます。 

 ○ 区民による協働の動きが広まり、地域の団

体活動が活発になって、ＮＰＯなどの新しい

形の活動形態も広がっています。 

 ○ 区民は、必要な情報を、情報通信技術を

はじめとする多様な方法で、速やかに入手

できるようになっています。 

（改定なし） 

○ 身近なところに人々が集う場、話合いの場

があり、区民の意思にもとづいて運営され、

多様な地域活動の拠点として生かされてい

ます。 

 ○ 政策等の「計画―実施―評価―改善」の

段階ごとに区民が参加するしくみが整い、区

民に開かれた区政運営が進められていま

す。 

 ○ 地域で活動するさまざまな団体が、公共

サービスの新たな担い手となり、区民にとっ

て質の高いサービスを提供しています。 

 ○ 地域では、災害時への対応や防犯のため

の備えなど、安全で、安心な暮らしを支える

ための取り組みが、人々の力を生かしながら

幅広く実践されています。 

 ○ 区の内外でのさまざまな交流を通じて、世

界の国々や民族との相互理解の輪が広が
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（改定なし） 
り、平和な世界の実現に向けた努力が重ね

られています。 

Ⅳ―２ 「小さな区役所」で、質の高い行政を実現

するまち 

Ⅳ―２ 「小さな区役所」で、質の高い行政を実現

するまち 

 ○ 区は、区民の参加を保障する区政運営を

行っています。 

 ○ 区は、税財源の確保、歳出の抑制、民間

活力の活用など財政構造の改革に努め、持

続可能な、安定した区政運営により、区民に

とって満足度の高い、効率的な行政を進め

ています。 

 ○ 区民の安心な暮らしを守るため、区は適切

な危機管理のしくみを整えています。 

 ○ 民間が行う公共サービスの質、量を確保す

るため、区による評価・監視のしくみを整えて

います。 

（改定なし） ○ さまざまな手続や相談などについて、情報

通信技術の利用によって区民の利便性が高

まるとともに、区民と区との双方向による情報

交換へと情報の伝達方法が変わっていま

す。 

 ○ 情報通信技術を活用して、区民が情報を

得たり、安全に取引したりすることが可能に

なるなど、生活の質を高める環境が整備され

ています。同時に、電子化された個人情報

の保護が図られています。 

 ○ 区立施設が適正に再配置され、使いやす

い施設により、必要なサービスが効率的に

提供されています。 

第５章 （略） 第５章 （略） 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 未 来 を 拓 く 中 野 の 自 治 と 参 加 － 

中野区自治基本条例 
（平成 17 年（2005 年）4 月 1 日施行） 
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◇中野区自治基本条例の概要 

 

 
 

自治とは、そこに住む人たちが、みんなの課題を解決するための取り組みで

す。みんなの豊かさや幸福をみんなで実現することをめざして、話合いをした

り、みんなで決めたルールを守ったり、活動をしたりするものです。 

中野区自治基本条例は、区民一人ひとりが地域のまちづくりの主役として自

治を営むこと、区民の参加により区政を運営していくことを定めたもので、平

成１７年４月に施行しました。 

 

自治の発展のイメージ 
 

 
 
 
 
 

○ 区政への区民の参加をすすめます 
  区民は、区の政策の企画立案、検討、実施、評価、見直しのすべての過

程に参加する権利をもっています。 

  行政運営への区民の参加の手続は、行政活動の内容などに応じて適切な

形態や方法により行います。 
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自治基本条例の主な内容 



◇中野区自治基本条例の概要 

35 
 

  基本計画・個別計画、区政運営に関する基本方針などを定める条例の制

定・改廃の案の検討・決定にあたっては、意見交換会とパブリック・コメ

ント手続を実施します。 

  行政は、区民の意見の反映状況について、区民に説明します。 
 

計画ができるまでの参加の手続きの例 
 

 
＊意見交換会･･･区民を対象に実施する対話形式の集会。区が計画の素案などを説明し、参加者との質疑応

答や意見交換をします。 

 
＊パブリック・コメント手続･･･計画や条例案などの決定にあたり、案の趣旨や内容などを区が公表し、こ

れらについて出された意見などを考慮して決定するとともに、区民の意見等に対する区の考え方を公

表する手続をいいます。 

 

○ 区民の合意事項を尊重します 
 区は、区民の自治の活動を推進するため、区民が地域の課題解決に向けて、

自ら守るべきものとして合意した取り組みやルールを尊重し、その取り組み

などの趣旨を区政運営に生かしていきます。 
 

○ 区長の在任期間について 
 活力ある区政運営を実現するため、区長の職にある人は、連続して３期

（通常１期４年）を超えて在任しないよう努めます。 
 

○ 住民投票 
 住民投票（一つの案件に関して、その賛否などについて区民の直接投票を

行うこと）は、案件ごとに制定される条例に基づいて実施します。その条例

では、投票に付すべき事項、投票の手続、投票できる人などを定めます。

計画づくりにあたっての方針の決定

計画素案の公表

意見交換会の実施

計画案の公表

パブリック・コメント手続

計画の決定・公表

検討段階の区民の参加 

決定前の区民の参加 
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◇中野区自治基本条例（全文） 

 

 

前文 

第１章 総則（第１条―第７条） 

第２章 行政運営（第８条―第１３条） 

第３章 区民の参加（第１４条―第１６条） 

第４章 区民の合意事項の尊重（第１７条） 

第５章 条例の位置付け（第１８条） 

第６章 雑則（第１９条・第２０条） 

附則 

 

 

中野区民は、多くの先人によって積み重ねられてきたまちの歴史と

人々のきずなを重んじ、更に発展させながら次世代に引き継ぎ、区民

が愛着と誇りを持つふるさと中野をつくり上げることを希求していま

す。 

そのためには、区民が自ら行動し、自ら築くまちづくりの主役にな

ることが不可欠であり、区政においては、区民の多様な参加を保障し、

区民の意思に基づく決定と運営を行うことが基本となります。 

中野区は、こうした自治体運営の基本を確認し、区民、区議会及び

区長がそれぞれの役割と責任を果たしながら、区民の最大の幸福を実

現する地域社会の形成に向け努力していきます。 

こうした認識の下に、中野区における自治の基本を定めるものとし

て、ここに中野区自治基本条例を制定します。 

目次 

前文 
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（目的） 

第１条 この条例は、中野区の自治の基本原則を明らかにするとともに、区

民の権利及び責務並びに区議会及び執行機関の責務等、行政運営及び区民

の参加の手続等の基本的な事項について定めることにより、区民の意思を

反映させた区政運営及び区民の自治の活動を推進し、もって安心して生き

生きと暮らせる地域社会を実現することを目的とする。 

 

（自治の基本原則） 

第２条 区民は、自らの意思と合意に基づき、共通する幸福と豊か

さを追求するために自治を営む。 

２ 区民は、区政への参加及び監視により、より良い区政の実現を

目指す。 

３ 区は、区民の自治の営みを基本に区政を運営しなければならな

い。 

４ 区は、区民と区との十分な情報共有を基に、区民に区政への参

加の機会を保障しなければならない。 

５ 公益のために活動する区民の団体と区とは、その共通する目的

を達成するため、協力し合う。 

 

（区民の権利及び責務） 

第３条 区民は、区の政策の企画立案、検討、実施、評価及び見直

しのすべての過程に参加する権利を有する。 

２ 区民は、区の保有する情報を知る権利を有する。 

３ 区民は、区政への参加に当たって自らの発言と行動に責任を持

ち、安心して生き生きと暮らせる地域社会の実現に向けて努める

ものとする。 

第１章 総則 
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（区議会の役割及び責務） 

第４条 区議会は、区民を代表して重要な意思決定を行う議決機関

であるとともに、執行機関の行政運営を調査し、及び監視し、適

正かつ効果的な行政運営を確保する権能を有する。 

２ 区議会は、区議会の保有する情報を公開し、区民との情報共有

を図るものとする。 

 

（執行機関の役割及び責務） 

第５条 執行機関は、政策の企画立案、検討、実施、評価及び見直

しのすべての過程に係る情報を分かりやすく区民に提供するよう

努めるとともに、区民の求めに応じて区政情報を公開しなければ

ならない。 

２ 執行機関は、行政運営における公平性及び公正性を確保し、区

民の権利及び利益を保護しなければならない。 

３ 執行機関は、効率的かつ効果的な行政運営を行わなければなら

ない。 

 

（執行機関の職員の責務） 

第６条 執行機関の職員は、その職責が区民の信託に由来すること

を自覚し、この条例の目的の実現に向けて、政策課題に適切に取

り組まなければならない。 

 

（区長の役割及び在任期間） 

第７条 区長は、区民の信託にこたえ、区の代表者として、公正か

つ誠実な行政運営を行わなければならない。 

２ 活力ある区政運営を実現するため、区長の職にある者は、連続

して３期（各任期における在任期間が４年に満たない場合もこれ

を１期とする。）を超えて在任しないよう努めるものとする。 

３ 前項の規定は、立候補の自由を妨げるものと解釈してはならな

い。 
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（基本構想の制定等） 

第８条 区は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）に定めると

ころにより、区議会の議決を経て、区政運営の指針となる基本構

想を、財政見通しを踏まえた上で定めるものとする。 

２ 執行機関は、基本構想の実現を図るため、基本計画を策定し、

総合的かつ計画的な行政運営を行うものとする。 

 

（行政手続） 

第９条 執行機関は、区民の権利及び利益の保護に資するため、行

政手続に関し共通する事項を定め、行政運営における公平性及び

公正性の確保並びに透明性の向上を図らなければならない。 

 

（行政運営の改善） 

第１０条 執行機関は、行政活動の成果を示す目標を設定するととも

に、その達成度を評価することにより、行政運営の改善を図らな

ければならない。 

 

（公益通報） 

第１１条 執行機関は、行政運営上の職員の違法な行為等による公益

の損失を防止するため、職員の公益通報に関する事項を定めるも

のとする。 

 

（区民の不利益救済制度） 

第１２条 執行機関は、区民の権利及び利益の保護を図り、行政運営

の過程で区民が違法又は不当に受ける不利益な扱いを簡易かつ迅

速に解消するため、不利益救済の仕組み等を整備しなければなら

ない。 

 

（個人情報の保護） 

第１３条 執行機関は、保有する個人情報を保護しなければならない。 

第２章 行政運営 
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（区民参加の手続等） 

第１４条 行政運営への区民の参加の手続は、行政活動の内容、性質

及び重要性に応じ、個別意見の提出、意見交換会、パブリック・

コメント手続等の執行機関の定める適切な形態及び方法によるも

のとする。この場合において、次に掲げる事項の決定については、

原則として、意見交換会及びパブリック・コメント手続を経るも

のとする。 

(1) 区の基本構想及び宣言等の策定又は改廃 

(2) 基本計画及び個別計画の策定又は改廃 

(3) 次に掲げる事項に関する条例の制定若しくは廃止又は当該事

項に係る改正の案の策定 

ア 区政運営に関する基本的な方針を定めることを内容とする

もの 

イ 広く区民に義務を課し、又は権利を制限するもの 

(4) 広く公共の用に供される大規模施設の建設に係る基本的な計

画の策定又は変更 

２ 執行機関は、区民の参加により示された意見を踏まえ、区民の

総意又は合意点を見極めるものとする。 

３ 執行機関は、区民の意見の取扱い等について説明責任を果たさ

なければならない。 

 

（住民投票） 

第１５条 区長は、区政の重要事項について、広く区民の総意を把握

するため、区議会の議決を経て制定された、事案ごとに住民投票

を規定した条例で定めるところにより、住民投票を実施すること

ができる。 

２ 前項の条例においては、投票に付すべき事項、投票の手続、投

票の資格要件その他住民投票の実施に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

３ 区長は、住民投票で得た結果を尊重しなければならない。 

 

第３章 区民の参加 
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（住民投票の請求及び発議） 

第１６条 区民のうち、選挙権を有する者は、法令の定めるところに

より、その総数の５０分の１以上の者の連署をもって、住民投票

を規定した条例の制定を区長に請求することができる。 

２  区 議 会 議 員 は 、 法 令 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 議 員 の 定 数 の

１２分の１以上の区議会議員の賛成を得て、住民投票を規定した

条例を議案として区議会に提出することにより住民投票を発議す

ることができる。 

３ 区長は、自ら住民投票を発議することができる。 

 

 

第１７条 区は、区民の自治の活動を推進するため、区民が地域の課

題解決に向けて自ら守るべきものとして合意した事項を尊重する

ものとする。 

 

 

第１８条 この条例は、区政の基本となる事項を定めるものであり、

他の条例、規則等の制定又は改廃に当たっては、この条例の趣旨

を尊重し、整合性を図るものとする。 

 

 

（検証及び見直し等） 

第１９条 区は、この条例の趣旨が区政運営に適切に生かされている

か検証するとともに、区民の参加による見直し等必要な措置を講

ずるものとする。 

 

（委任） 

第２０条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

 

 

 この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 

第４章 区民の合意事項の尊重

第５章 条例の位置付け 

第６章 雑則 

附 則 
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◇中野区自治基本条例の制定の経緯 

 
 

「基本構想を描く区民ワークショップ」や中野区基本構想審議会など、基本

構想の制定に向けた議論の中で、基本構想の描く中野の将来像を実現するため

に、新しい自治のしくみをめざすことなどが検討されました。また、平成１５

年（２００３年）１０月から職員によるプロジェクトチームをつくり、自治基

本条例についての検討を始めました。 

 
 

区は、平成１６年（２００４年）５月に仮称中野区自治基本条例に関する審

議会を発足させ、「中野区の自治の発展の方向と『（仮称）中野区自治基本条

例』に盛り込むべき内容について」を諮問しました。この審議会は、学識経験

者委員４人、公募による区民委員４人により構成されました。 

審議会は、平成１６年（２００４年）１１月に区長に答申し、区民の参加を

基調とした自治体運営を行うこと、区が区民による自発的な公共的取り組みを

尊重し協力することを通して、区民にとって安心していきいきと暮らせる地域

社会を実現していくことなどを提言しました。 

 
 

区は、審議会の答申をもとに、同年１１月に「自治と参加を考えるシンポジ

ウム」を開催するとともに、区民のみなさんとの意見交換会を実施しました。

ここで提案された意見などをもとに、「（仮称）中野区自治基本条例に盛り込

むべき主な内容と考え方」をまとめ、平成１７年（２００５年）１月２６日発

行の区報臨時号でお知らせするとともに、パブリック・コメント手続を行いま

した。 

 
 
 区は、区民のみなさんから寄せられた意見などを参考に、中野区自治基本条

例の案を作成し、平成１７年第１回中野区議会定例会に提出しました。区議会

は、原案を一部修正のうえ可決し、区は平成１７年（２００５年）４月１日に

中野区自治基本条例を施行しました。 

基本構想制定に向けた議論から

審議会で議論 

シンポジウムと意見交換会を開催

自治基本条例を施行 
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【中野区自治基本条例の制定までの経過】 

 

平成１５年（２００３年）１０月 ▼自治基本条例研究職員プロジェクトチーム発足 

平成１６年（２００４年）５月 

▼自治基本条例研究職員プロジェクトチーム「自治基本条例策定

に向けた検討の報告」を行う 

▼仮称中野区自治基本条例に関する審議会を発足 

平成１６年（２００４年）１１月 

▼仮称中野区自治基本条例に関する審議会が「中野区の自治の

発展の方向と『（仮称）中野区自治基本条例』に盛り込むべき内容

について」を区長に答申 

▼「自治と参加を考えるシンポジウム」を開催 

▼意見交換会を開催（３回） 

平成１７年（２００５年）１月～２月 

▼（仮称）中野区自治基本条例に盛り込むべき主な項目と考え方

について、区報臨時号などで公表（パブリック・コメント手続を実施）

▼意見交換会を開催（３回） 

平成１７年（２００５年）３月 
▼中野区自治基本条例を議案として中野区議会に提出 

▼平成１７年第１回中野区議会定例会において修正可決される 

平成１７年（２００５年）４月１日 ▼中野区自治基本条例を施行 
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